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１【提出理由】

　2016年４月21日付をもって提出した臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価格」、「発行価格の総

額」、及び「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」が2016年５月６日に確定いたしましたので、金融商品取引法

第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

　訂正箇所には下線を付しております。

 

(2）発行数

　　（訂正前）

2,088個

　上記総数は、割当予定数であり、新株予約権の申込の総数が上記の新株予約権の発行数に達しないなど、割り当て

る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって新株予約権の発行数とする。

 

　　（訂正後）

2,088個

 

(3）発行価格

　　（訂正前）

　新株予約権１個と引換えに払い込む金額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）における諸

条件をもとに、次式のブラック・ショールズ・モデル及び②から⑦の基礎数値を用いて算定される１株当たりの評価

単価に下記(5)に定める付与株式数を乗じた金額とする。

　ここで、

 

 

①　１株当たりの評価単価
 

②　株価 ：2016年５月６日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値（終値がない場合は、翌取引

日の基準値段）

③　行使価格 ：１円
 

④　予想残存期間 ：10年
 

⑤　ボラティリティ ：10年間（2006年５月６日から2016年５月６日まで）の各取引日における当社普通株式の

普通取引の終値に基づき算出した株価変動率

⑥　無リスクの利子率 ：残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
 

⑦　配当利回り ：１株当たりの配当金（過去12ヶ月の実績配当金（2015年６月中間及び2015年12月期末配当

金））÷上記②に定める株価

⑧　標準正規分布の累積分布関数

 

　　（訂正後）

新株予約権１個当たり288,400円（１株当たり2,884円）
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(4）発行価額の総額

　　（訂正前）　未定

 

　　（訂正後）　602,388,000円

 

(5）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　（訂正前）

当社株式　208,800株

　各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

　上記株式の総数は、上記(2)の新株予約権の発行数に付与株式数を乗じた数であり、割り当てる新株予約権の総数

が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数に付与株式数を乗じた数をもって新株予約権の目的である株式の総

数とする。

　また、割当日後、当社が株式分割（株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。）又は株式併合

を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に

当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

　（調整後付与株式数は、１株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。）

　なお、上記の調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、そ

の効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総

会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割の

ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及し

てこれを適用する。

　また、割当日後、当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得

ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調

整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新

株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、１株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。

　なお、上記の調整後付与株式数を適用する日は調整の理由に応じて当社が定めるものとする。

　また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予

約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に通知する。ただし、当

該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。

 

　　（訂正後）

当社株式　208,800株

　各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

　また、割当日後、当社が株式分割（株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。）又は株式併合

を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に

当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

　（調整後付与株式数は、１株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。）

　なお、上記の調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、そ

の効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総

会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割の

ための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及し

てこれを適用する。

　また、割当日後、当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得

ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調

整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新

株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、１株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。

　なお、上記の調整後付与株式数を適用する日は調整の理由に応じて当社が定めるものとする。

　また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予

約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に通知する。ただし、当

該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。

 

以上
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